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○福島県獣医学生修学資金貸与条例施行規則 

平成５年３月31日 

福島県規則第40号 

福島県獣医学生修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。 

福島県獣医学生修学資金貸与条例施行規則 

（貸与の申請手続） 

第１条 福島県獣医学生修学資金貸与条例（平成５年福島県条例第19号。以下

「条例」という。）第２条に規定する申請をしようとする者は、獣医学生修

学資金貸与申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出し

なければならない。ただし、当該申請をする日の属する年度に大学（条例第

２条に規定する大学をいう。以下同じ。）に入学した者にあっては、第１号

に掲げる書類の添付を要しないものとする。 

１ 大学の学業成績証明書 

２ 大学の獣医学を履修する課程に在学する者であることを証する書類 

３ 戸籍抄本 

４ 履歴書 

（令５規則35・一部改正） 

（連帯保証人） 

第２条 獣医学生修学資金（以下「修学資金」という。）の貸与を受けようと

する者は、連帯保証人２人を立てなければならない。 

２ 前項の連帯保証人のうち、１人は修学資金の貸与を受けようとする者の親

族とし、他の１人は独立の生計を営み、かつ、修学資金の返還の責めを負う

ことができる程度の資力を有するものとする。 

（令５規則35・令８規則25・一部改正） 

（選考及び決定の通知） 

第３条 修学資金の貸与を受ける者の選考は、第１条の規定により提出された

書類の審査及び面接により行うものとする。 
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２ 知事は、修学資金の貸与を受ける者の選考を行ったときは、獣医学生修学

資金貸与決定通知書（様式第３号）又は獣医学生修学資金貸与不承認決定通

知書（様式第４号）によりその結果を申請者に通知するものとする。 

３ 第１項の面接は、知事がその必要がないと認める場合は、省略することが

ある。 

（貸与契約の解除の通知） 

第４条 知事は、条例第５条第１項の規定により修学資金の貸与契約（以下

「契約」という。）を解除したときは、直ちに、契約の相手方にその旨を通

知するものとする。 

（獣医学生修学資金借用証書の提出） 

第５条 修学資金の貸与を受けた者は、修学資金の貸与期間が満了したとき、

又は条例第５条第１項の規定により契約を解除されたときは、直ちに、貸与

を受けた修学資金の全額について獣医学生修学資金借用証書（様式第５号）

を知事に提出しなければならない。 

（獣医学生修学資金返還明細書の提出等） 

第６条 条例第６条又は第７条の規定により修学資金の返還の債務（以下「返

還債務」という。）の全部が免除される場合及び条例第９条の規定により返

還債務の履行が猶予される場合を除き、修学資金の貸与を受けた者は、条例

第８条各号に掲げる事由が生じた日から起算して20日以内（第７条の規定に

よる返還債務の一部免除を申請した者にあっては、その申請に対する決定の

通知を受けた日から起算して10日以内）に、獣医学生修学資金返還明細書

（様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

２ 条例第９条の規定により返還債務の履行が猶予された者は、その猶予期間

の満了の日から起算して20日以内に、獣医学生修学資金返還明細書を知事に

提出しなければならない。 

３ 前２項の規定により獣医学生修学資金返還明細書を提出した者は、修学資

金の返還の方法を変更しようとするときは、獣医学生修学資金返還方法変更
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承認申請書（様式第７号）を知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

（令８規則25・一部改正） 

（返還債務の免除の申請手続） 

第７条 条例第６条又は第７条の規定による返還債務の免除を受けようとする

者は、獣医学生修学資金返還債務免除申請書（様式第８号）に条例第６条各

号又は第７条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、知事に

提出しなければならない。 

（返還債務の履行猶予の申請手続） 

第８条 条例第９条の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者

は、獣医学生修学資金返還債務履行猶予申請書（様式第９号）に同条各号の

いずれかに該当することを証する書類を添えて、知事に提出しなければなら

ない。 

（学業成績証明書の提出） 

第９条 修学資金の貸与を受けている者は、修学資金の貸与を受け始めた年の

翌年から貸与期間が満了するまでの間、毎年４月30日までに前学年における

学業成績証明書を知事に提出しなければならない。 

（届出） 

第10条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、そ

の旨を記載した文書にこれを証する書類を添えて、直ちに、知事に届け出な

ければならない。 

１ 氏名又は住所を変更したとき。 

２ 退学したとき。 

３ 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。 

４ 休学し、又は停学の処分を受けたとき。 

５ 復学したとき。 

６ 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。 
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７ 連帯保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定その他連帯保証人

として適当でない事由が生じたとき。 

２ 契約の相手方は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更

承認申請書（様式第10号）を知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

３ 契約の相手方が死亡したときは、その者の連帯保証人は、その旨を記載し

た文書にこれを証する書類を添えて、直ちに、知事に届け出なければならな

い。 

（平16規則86・令８規則25・一部改正） 

附 則 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 
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附 則（平成16年規則第86号）抄 

１ この規則は、平成17年１月１日から施行する。 

２ 破産法（平成16年法律第75号）附則第３条第１項の規定によりなお従前

の例によることとされる同法の施行前にされた破産の申立て又は同法の施

行前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、なお従前の例

による。 

附 則（令和５年規則第35号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年規則第58号） 

１ この規則は、令和７年12月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県獣医学生修学資金

貸与条例施行規則様式による申請書等は、改正後の福島県獣医学生修学資金

貸与条例施行規則様式による申請書等とみなす。 

３ この規則の施行の際現に改正前の福島県獣医学生修学資金貸与条例施行規

則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、所要の調整をし

て使用することができる。 

附 則（令和８年規則第25号） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県獣医学生修学資金

貸与条例施行規則様式による申請書等は、改正後の福島県獣医学生修学資金

貸与条例施行規則様式による申請書等とみなす。 

３ この規則の施行の際現に改正前の福島県獣医学生修学資金貸与条例施行規

則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、所要の調整をし

て使用することができる。 



福島県獣医学生修学資金貸与条例施行規則 

16/16 

様式第１号（第１条関係） 

（令５規則35・令７規則58・令８規則25・一部改正） 

様式第２号 削除 

（令５規則35） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

（令５規則35・令８規則25・一部改正） 

様式第６号（第６条関係） 

（令７規則58・令８規則25・一部改正） 

様式第７号（第６条関係） 

（令５規則35・一部改正） 

様式第８号（第７条関係） 

（令５規則35・一部改正） 

様式第９号（第８条関係） 

（令５規則35・一部改正） 

様式第10号（第10条関係） 

（令５規則35・令７規則58・令８規則25・一部改正） 

 


